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はじめに 

平成18年１月１日、旧鹿屋市、輝北町、串良町、吾平町が合併して、新鹿屋市がスタート

し、２年ほど経過しました。 

本市の学校給食は、旧鹿屋市が単独校調理場方式、旧３町が共同調理場方式であり、施設

設備の老朽化、衛生管理基準への対応、児童生徒数の減少、給食コストの適正化、行財政改

革などへの早急な対応が求められており、これまでも、国からの運営合理化に関する指導に

基づく各種の取組みを行ってきたところです。 

 

特に旧鹿屋市教育委員会においては、 

○ 鹿屋東中学校における調理業務の民間委託、平成12年度に「多方面からの検討を望む」

という決算特別委員会委員長報告がなされたことを受け、教育委員会事務局内に検討の

ための組織を設置し、調査・検討を始め、 

○ 平成15年７月定例教育委員会において、共同調理場（センター）の整備と調理業務の

外部委託などを中心とする「学校給食制度改革基本方針等について」を決定し、 

○ 平成15年11月に「鹿屋市行財政改革実施計画」の中に「共同調理場の整備」と「調理

業務の外部委託の検討」が盛り込まれたところです。 

この「学校給食制度改革基本方針等について」は、平成16、17年度に設置した、外部委員

等も交えた「学校給食改革推進検討委員会」、「学校給食改革プラン策定委員会」において、

詳細に検討を行い、平成17年12月に「学校給食制度改革に関する調査・検討結果報告書」を

まとめ、新市に引き継いだところです。 

 

新市教育委員会では、 

○ これまでの検討結果、議会で出された学校統廃合や安全・安心な学校施設耐震化など

の教育行政に関する意見、さらに輝北・串良・吾平地区の共同調理場が抱えている課題

などを踏まえ、「全市的な観点から改革をさらに推進すべきである。」との方向性を確

認し、平成18年11月に「今後の学校給食制度改革の取組について」を決定しました。 

○ また、この決定に基づき、平成20年３月に「学校給食のさらなる充実」と「行財政改

革の一環」としての具現化に向け、新たな共同調理場の整備を中心とする「学校給食制

度改革推進方針」を決定しました。 

 

一方、この間国においては、とりわけ未来を担う子どもたちの食の乱れについて高い問題

意識を持ち、栄養教諭制度の創設（平成17年４月）、食育基本法の施行（平成17年７月）、

そして食育推進基本計画の策定（平成18年３月）など、「食育」を核とした取り組みを推進

してきており、本市においても、これらの食環境の変化に対応する必要があります。 

本計画は、これらのことを踏まえ、鹿屋市における新たな共同調理場の目指す方向、給食

施設の整備についてまとめるものですが、地産地消の取組および食育等の具体的な推進策に

ついては、今後の計画の策定や事務事業により、実効性の確保に努めるものとします。 
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・学校規模適正化  

・学校給食制度改革  の一体的な推進 

・学校施設耐震化 

推  進  方  針 

学校規模適正化 学校施設耐震化 

学校給食制度改革 

基本設計・実施設計 

新学校給食センター工事 

目標別に取り組むべき

施策を示すほか、具体

的な実施内容を示した

もの 

建物の達成すべき将来

像と、実現のための目

標を示したもの 

新学校給食センター建設基本構想（予定） 

学校給食共同調理場整備実施計画 

学校給食制度改革推進方針 

新学校給食センター完成 
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第Ⅰ章 計画の趣旨及び背景 

 

１  計画策定の趣旨 

本市の学校給食は、合併前の状況を引き継ぎ、鹿屋地区が単独校調理場方式、輝北・串

良・吾平地区が共同調理場方式で実施しています。 

これまで、国からの運営合理化に関する指導や強化された衛生管理基準への対応として、

各種の取り組みを行ってきたところですが、児童生徒数の減少や小規模校の進展があるな

か、施設の老朽化、衛生管理基準への対応、食の安全、食に関する教育の充実、給食コス

トの適正化、行財政改革など抜本的な問題を抱えており、早急な対応が求められています。 

本計画は、本市教育委員会が、安全・安心でおいしい学校給食の提供を安定的に行うと

ともに、食育の推進に資するため、また本市が厳しい財政状況にあることから、行財政改

革の一環として取り組むため、新たな共同調理場の整備を中心とした学校給食制度改革を

確実に、かつ速やかに推進し、実効性を高めるために策定するものです。 

 

２ 改革の前提条件 

(1) 学校給食の目標 

学校給食法第２条では、学校給食の目標として次の４項目を挙げています。 

① 日常生活における食事についての正しい理解と望ましい食習慣を養うこと。 

② 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。 

③ 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。 

④ 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

(2) 学校給食の施設の形態 

学校給食法第４条では、学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるよ

う努めなければならないとされており、また、第５条の２では、二つ以上の学校の学校

給食を実施するための施設として共同調理場を設置することができるとされています。 

したがって、単独校調理場（各学校に設置する給食室）、共同調理場のいずれも学校

給食法に基づく学校給食施設です。   

     

(3) 調理方式に左右されない食に関する指導 

学校給食法や学習指導要領に基づき、食に関する指導は、学校設置者がどのような施

設形態を選択するかにかかわらず、学校教育活動の一環として、各学校の実情に応じ、

食に関する年間指導計画を作成し、主に学級担任が中心になって、栄養教諭等と連携し

ながら、給食の時間だけでなく、各教科、道徳、特別活動等の全教育活動を通じて行っ

ています。 

各学校は、それぞれの学校の置かれている状況に基づき、適切な指導方法を考えます

ので、調理方式により「食に関する指導」に格差が生じることはありません。 
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また、550人以上の規模の学校には栄養教諭等が配置されますが、共同調理場も図書

館や公民館と同じ「教育機関」であり、献立の作成や学校と連携して食に関する指導を

行う栄養教諭等が規模に応じて配置されますので、学校にも出向いて、クラス担任と連

携し、食に関する指導を行います。 

 

(4) 地域の実情に応じた給食方式の選択 

    学校給食をいかなる形態で実施するか、共同調理場方式か単独校調理場方式あるいは

調理業務等の委託を行うかなどについては、文部科学省の通知においても、各市町村の

実情に応じて適切な対応をするよう指導されていますので、学校給食の設置者である各

市町村が、学校の実情、あるいはその地域の実情に応じて判断すべきものです。 

 

(5) 改革の進め方に関する指導 

学校給食は学校教育の一環として実施されることから、文部省、文部科学省の学校給

食合理化に関する通達においても、次のことを市町村教育委員会に要請しています。 

① 学校給食改革は、地域の実情に応じた適切な方法により運営の合理化を推進し、学

校給食が学校教育活動の一環として実施されていることに鑑み、これを円滑に行うこ

とを基本とする。 

② 合理化の実施は、学校給食の質の低下を招くことがないように十分配慮する。 

 

３ 改革の背景 

学校給食制度改革については、平成８年のＯ１５７発生以降、強化された衛生管理基準

への対応のほか、昭和60年の文部省の学校給食合理化に関する通知、平成15年の財務省

の予算執行調査結果の公表、及びこの調査に基づく文部科学省の合理化に関する再度の通

知、総務省の学校給食に係る地方交付税の算定方式の見直しなど、地方財政上、避けられ

ない方針が示されています。 

 

(1) 学校給食衛生管理の基準の強化（資料１） 

平成８年のＯ１５７発生以降、厚生労働省は大規模調理施設での衛生管理基準の見

直しを行いました。 

文部科学省も、これに合わせて、学校給食施設についても衛生管理基準の強化を図

り、全国の市町村教育委員会に通知しました。しかしながら、本市の学校給食設備は、

この基準の強化以前に整備されているため、平成11、12年に校舎の大規模改造を行っ

た野里小学校、西原小学校や平成10年度に建設した吾平学校給食センターを除き、ほ

とんどの施設がこの基準に適合していません。 

このため、食品衛生法による保健所の指導に対しても、専ら運用上の改善で対応し

ていますが、この方法では限界があり、基準に適合する施設への抜本的な改善による

給食の実施が、最大の課題となっています。 
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(2) 学校給食の運営の合理化に関する国の動向（資料２～５） 

   学校給食の運営については、国による合理化への指導や調査公表などがこれまで行わ

れてきています。主な内容は、共同調理場方式、民間委託等による人件費等の適正化、

小中学校の学校給食業務における地方交付税算定の見直しなどです。 

 

① 文部省の合理化通知（S60.1） 

     ② 財務省の学校給食事業についての全国的な財務調査公表（H15.6） 

     ③ 文部科学省の再度の合理化通知（H15.7） 

    ④ 総務省の地方交付税算定の見直し（H16.1） 

 

(3) 本市の財政状況 

本市の合併後の財政は、各市町の合併前と同様に、自主財源に乏しく、国県支出金、地方

交付税や市債などの財源に依存する割合が高い歳入構造となっており、加えて景気の影響に

より市税収入の安定した伸びも期待できないなど、厳しい状況にあります。 

また、基金残高は、バブル崩壊後に景気浮揚策として国を挙げて行った社会資本整備に伴

う公債費負担の増加や、少子高齢化による社会保障費の累増に対応するため、加えて歳入面

で、国の「三位一体改革」による一般財源総額の減少や、景気低迷に伴う市税収入の伸び悩

みによる財源不足を補うため、各種の基金で対応する必要があったことから、減少傾向にあ

ります。 

さらには、合併により、新市の一体性の速やかな確立と、均衡ある発展に資する事業を推

進する経費を確保するために経常経費の見直しを行う必要が高まっており、行財政改革の一

環として、学校給食についても、さらに効率的な運営が求められています。 

 

(4) 全国や県内の状況（資料６～８） 

鹿児島県は学校の約半分近くがへき地にあり、小規模校が多いため、全国平均より共

同調理場の割合が高いと考えられます。（共同調理場：単独校調理場＝約７：３） 

また、県内の 17市では、本市を含めた６市（鹿児島市、曽於市、霧島市、日置市、

奄美市）が共同調理場方式と単独校調理場方式の併用を採用しています。 

最近の事例では、指宿市が平成 15年度に単独校調理場方式から共同調理場方式に移

行し、垂水市は平成 15年度に共同調理場を新設し、老朽化した共同調理場を統廃合し

ました。     

なお、大隅地域で両方式を併用しているのは、鹿屋市と曽於市のみであり、他市町は、

共同調理場方式を採用しています。 

 

(5) 地域の実情 

全国の調理方式の割合、財務省の予算執行調査の結果などから、一般的に小規模校を

抱える自治体では、共同調理場方式での改革を進め、大都市圏の学校など学校規模が大

きく、かつ一定の規模の学校がまとまっている場合には、単独校調理場方式での改革が
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有利であると考えられます。本市教育委員会が調査した首都圏の自治体（さいたま市、

西東京市など）でも単独校調理場方式での学校給食改革を進めています。 

また、共同調理場は、都市計画法上、用途地域内では近隣商業・商業・準工業・工場・

工業専用地域しか建設できません。したがって、大都市圏の自治体では共同調理場の用

地確保が課題となる場合があります。 

 

４ これまでの検討経緯 

旧鹿屋市教育委員会においては、下記の経緯を踏まえてきたところです。 

○ 鹿屋東中学校における調理業務の民間委託や、平成12年度に「多方面からの検討を

望む」という決算特別委員会委員長報告がなされたことを受け、教育委員会事務局内

に検討のための組織を設置し、調査・検討を始めた。 

○ 平成15年7月定例教育委員会において、共同調理場（センター）の整備と調理業務

の外部委託などを中心とする「学校給食制度改革基本方針等について」を決定した。 

○ 平成15年11月に、「鹿屋市行財政改革実施計画」の中に「共同調理場の整備」と

「調理業務の外部委託」が盛り込まれた。 

 

この「学校給食制度改革基本方針等について」は、平成16、17年度に外部委員等も交え

て設置した「学校給食改革推進検討委員会」、「学校給食改革プラン策定委員会」におい

て詳細に検討を行い、平成17年12月に「学校給食制度改革に関する調査・検討結果報告

書」をまとめ、「学校給食制度改革基本方針等について」と併せて新市に引き継いだとこ

ろです。 

 

新市教育委員会では、 

○ これまでの検討の結果、議会で出された学校統廃合や学校施設耐震化などの教育行

政に関する意見、さらに輝北・串良・吾平地区の共同調理場が抱えている課題などを

踏まえ、「全市的な観点から改革をさらに推進すべきである。」との方向性を確認し、

平成18年11月に「今後の学校給食制度改革の取組みについて」を決定しました。 

○ また、この決定に基づき、平成20年３月に「学校給食の更なる充実」と「行財政改

革の一環」としての具現化に向け、新たな共同調理場の整備を中心とした「学校給食

制度改革推進方針」を決定しました。 

 

 

第Ⅱ章 学校給食の現状と課題 

本市の学校給食は、小・中学校45校中、鹿屋地区の28校が単独校調理場、また、輝北・

串良・吾平地区の 17校が共同調理場となっており、単独校調理場と共同調理場が混在し

ています。 

児童生徒数の減少や小規模校の進展があるなか、施設設備の老朽化、衛生管理基準への
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対応、食の安全、食に関する教育の充実、給食コストの適正化、行財政改革など、抜本的

な課題を抱えており、その対応が求められています。 

 

１ 給食施設の現状と課題（資料９） 

 単独校調理場は、平成19年５月現在で、30年以上経過した施設が11箇所（39.3％）、

20年以上29年未満が10箇所（35.7％）となっており、共同調理場の輝北センターは建設

後30年、串良センターも、建設後27年が経過しています。 

このように、給食施設の老朽化が進んでいることから、建替えの時期にきています。 

 

(1) 単独校調理場の課題 

 単独校調理場の場合、次の課題があります。 

① 校舎の配置計画と耐震化対策の一体的な整備が不可欠であり、増改築が長期間にわ

たる。 

② 衛生管理基準に適合する施設への増改築には、西原小学校の面積を参考にすると、

現在の約１．６倍以上の面積が必要となり、概ね合致している西原小、野里小を除い

た26箇所を改築するための経費は少なくとも約26.4億円かかる見込みである。 

③ 児童生徒数にかかわらず、最低整備すべきものがあり、文部科学省の基準において、

200人以下のどんなに小さい学校でも基準面積は同じになる。 

④ 鉄筋コンクリートの建物の耐用年数が47年であるため、今後の児童生徒数の減少を

考慮すると小規模校での増改築は、非効率である。 

 

(2) 共同調理場の課題 

 共同調理場の場合、次の課題があります。 

① 輝北・串良センターは、老朽化が進んでいるため、衛生管理基準に適合する施設へ

の建替えに要する経費が約７億７千万円（輝北：約２億９千万円、串良：約４億８千

万円）と試算されることに加え、代替地も必要となることから改築が困難である。 

② 吾平センターは、建築後９年と比較的新しいものの、空調設備（冷房）の未設置、

作業動線上の不具合、検収室の狭隘などがあるため、改修に要する経費が約１千万円

と試算されることや増改築を行うにしても、運営しながらの工事となるため困難であ

る。 

 

２ 衛生管理基準への適応状況と課題（資料１） 

本市の 28箇所の単独校調理場は、文部科学省の衛生管理基準に対し、主要項目で４～

25％しか適合していません。 

一方、共同調理場のうち、輝北・串良センターは、汚染区域、非汚染区域の部屋単位で

の作業区分、専用食品保管庫、ドライシステムなどが基準に適合していない状況です。 

現在の給食施設での衛生管理基準への対応は、給食施設の構造、面積の不足などから多

くの課題があり困難な状況にあります。 
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３ 児童生徒数と給食コストの現状と課題 

(1) 児童生徒数の推移（資料10） 

本市の児童生徒数は、昭和37年の26,201人（旧３町含む）をピークに年々減少して

きており、平成９年が12,587人、平成19年が10,064人で、10年間に2,523人の減少

（20．0％）、今後５年間についても414人、4．1％の減少が見込まれており、今後ま

すます児童生徒数は減少する傾向にあります。 

 

(2)  調理員の配置（資料11） 

本市では、単独校調理場と共同調理場にそれぞれ職員と嘱託職員などを配置して運営

しています。調理日数は年間概ね190日となっています。 

 

(3) 調理員一人当たりの調理食数（H18年度決算、資料12） 

調理業務を民間委託している鹿屋東中を除く単独校調理場は、調理員一人当たりの調

理食数は88食ですが、今後の児童生徒数の減少にかかわらず、一人配置校ではこれ以

上調理員を削減することができないため、調理員一人当たり食数はさらに減少する見込

みです。 

また、共同調理場は、輝北センター68食、串良センター113食、吾平センター137食

とばらつきがあるとともに、単独校調理場同様に児童生徒数の減少により調理員一人当

たりの調理食数も減少する見込みです。 

このように、単独校調理場、共同調理場にかかわらず、調理員一人当たりの調理食数

は、今後ますます減少することが予測されることに加え、配送区域や学校規模にばらつ

きが生じていることから、調理員一人当たりの調理食数に大きな格差が生じています。 

 

(4)  調理員一食当たりの調理コスト（H18年度決算、資料12） 

単独校調理場における人件費は（配送にかかる経費は含まず）、直営方式で年間約３

億１千５百万円となり、一食当たり214円となっています。 

共同調理場における人件費は、輝北センターで約２千５百万円（一食当たり316円）、

串良センターで約４千６百万円（一食当たり164円）、吾平センターで約１千３百万円

（一食当たり82円）となり、直営方式である輝北センターの一食当たりの人件費は、

調理員が嘱託職員のみとなっている吾平センターの約3.9倍となっています。 

また、直営方式（鹿屋東中を除く単独校調理場27箇所、輝北・串良・吾平センター）

の人件費は、年間約３億９千８百万円で一食あたり200円となっています。 

財務省の平成15年度予算執行調査によると、一食当たりの調理コストは、直営方式

が190円、民間委託方式が138円となり、直営方式は1.4倍割高となっています。 
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４ 食に関する教育、食の安全の現状と課題 

 (1) 食に関する教育 

朝食の欠食や孤食の増加など、子どもたちを取り巻く食生活の乱れが深刻になってき

ているなかで、望ましい食習慣の形成を促すことが重要であり、ますます学校給食の果

たす役割（健康教育、食育、食文化の継承など）が重要視されています。本市において

も、学校教育の一環として、各学校の実情に応じ、栄養教諭等と連携しながら、給食の

時間だけでなく全教育活動を通じて行っていますが、例えば、多様な学校給食の機会を

提供するため、各学校にランチルームを整備するなど、ソフト面だけでなく、ハード面

からの取り組みをより一層推進する必要があります。 

 

 (2) 食の安全 

食生活は、子どもたちの健康な生活の基礎をなす重要なものです、また、食品の安全

に対する保護者の関心もますます高まっているため、子どもたちに安心して給食を提供

する必要があります。  

本市においても、各単独校調理場、共同調理場において、市内の業者から可能な限り

優先的に地元産食材を購入したり、アレルギー食への対応等、食の安全に取り組んだり

しています。今後はさらに地産地消へのより一層の取り組み等、食の安全を推進する必

要があります。 

 

 以上のように、本市の現状と課題を踏まえた上で、これまでの検討結果を考慮すると、山

積している課題を早急かつ一体的に解決するためには、新たな共同調理場を整備し、食育の

推進を図っていくことが望ましいと考えられます。 

 

要  点 

１ 給食施設の現状と課題 

○老朽化が進んでおり、建替えの時期に来ている。 

・単独校調理場･･････30年以上(11箇所・39.3％)、20年以上29年未満(10箇所・35.7％) 

・共同調理場･･････輝北センター(30年)、串良センター(27年) 

  

(1)単独校調理場の課題 

・  学校施設配置計画と耐震補強工事の一体的な整備が不可欠であり、増改築が長期

間にわたること。 

・  現行施設を衛生管理基準に適合させるには、現行施設面積の約1.6倍が必要であ

り加えて整備費が約26億４千万円必要なこと。 

・ 単独校調理場を整備する場合、基準面積が 200人以下 96㎡となり非効率であるこ

と。 

・ 今後の児童生徒数の減少を考慮すると小規模校での増改築は、非効率であること。 




